
総務省統計局

　
10
月
１
日
、
全
国
い
っ
せ
い
に
国
勢
調
査
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
国
勢
調
査
は
、
日
本
国
内
の
人
口
、
世
帯
、
就
業
者
か
ら
み
た
産
業
構
造
な
ど
の
状
況
を
、
地
域
別
に

明
ら
か
に
す
る
統
計
を
得
る
た
め
に
行
わ
れ
る
、
国
の
最
も
基
本
的
な
統
計
調
査
で
す
。

　
今
、
日
本
で
は
少
子
・
高
齢
化
が
進
ん
で
お
り
、
２
０
０
５
年
前
後
に
は
人
口
が
ピ
ー
ク
に
達
し
、
そ

の
後
、
減
少
に
転
じ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
、
人
口
転
換
期
を
迎
え
つ
つ
あ
る
２
０
０
５

年
、
21
世
紀
最
初
の
国
勢
調
査
に
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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９
月
下
旬
か
ら
、
国
勢
調
査
員
が
み
な
さ
ん
の
お
宅
に
、
調
査
票
の

配
布
に
お
伺
い
し
ま
す
。
調
査
票
が
届
い
た
ら
、
10
月
１
日
現
在
の
み

な
さ
ん
の
状
況
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
例
え
ば
、
世
帯
構
成
や
住
宅
の
状
況
は
社
会
福
祉
や
環
境
整
備
の
た

め
の
計
画
を
、
就
業
状
況
は
雇
用
対
策
な
ど
の
経
済
政
策
を
、
通
勤
・

通
学
な
ど
の
人
の
移
動
は
交
通
計
画
や
防
災
計
画
の
基
礎
資
料
に
な
り

ま
す
。

国
勢
調
査
員
が
伺
い
ま
す

結
果
は
ま
ち
づ
く
り
に
生
か
さ
れ
ま
す

　
こ
こ
で
は
、
２
０
０
０
（
平
成
12
）
年
国
勢
調
査
の
集
計

結
果
を
少
し
ご
紹
介
し
ま
す
。

「
も
う
少
し
病
院
が
近
く
に
あ
れ
ば
」「
も
う
少
し
交
通
の
便
が
良
け
れ
ば
」「
も
う
少
し
公
園
が
多
け
れ
ば
」…
。

私
た
ち
の
暮
ら
し
の
中
で
、「
も
う
少
し
」が
あ
れ
ば
い
い
な
と
思
う
こ
と
っ
て
あ
り
ま
す
ね
。

国
勢
調
査
は
、人
口
・
世
帯
な
ど
を
知
る
た
め
の
最
も
基
本
的
な
統
計
調
査
。

国
の
施
策
や
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
大
切
な
デ
ー
タ
に
な
り
ま
す
。
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に当たります。

　この、センサスという

言葉は古代ローマで行わ

れていた、人口調査に由

来しています。

Ｑ
　
国
勢
調
査
は
い
つ
か
ら
行
わ
れ
て

　
い
る
の
？

Ａ
　
日
本
で
最
初
に
国
勢
調
査
が
実
施

　
さ
れ
た
の
は
、
今
か
ら
85
年
前
の
１

　
９
２
０
（
大
正
９
）
年
で
し
た
。
以

　
後
、
ほ
ぼ
５
年
ご
と
に
行
わ
れ
、
平

　
成
17
年
に
行
わ
れ
る
国
勢
調
査
は
18

　
回
目
に
当
た
り
ま
す
。
今
回
の
調
査

　
で
は
、
人
口
転
換
期
を
迎
え
つ
つ
あ

　
る
日
本
の
姿
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。

Ｑ
　
調
査
の
方
法
は
？

Ａ
　
９
月
下
旬
か
ら
、
国
勢
調
査
員
が

　
国
内
の
全
世
帯
を
訪
問
し
て
調
査
票

　
を
配
布
し
、
10
月
１
日
現
在
の
状
況

　
を
調
査
票
に
記
入
し
て
い
た
だ
き
ま

　
す
。
そ
し
て
、
10
月
上
旬
に
国
勢
調

　
査
員
が
再
び
各
世
帯
に
訪
問
し
て
調

　
査
票
を
回
収
し
ま
す
。
10
月
１
日
午

　
前
０
時
時
点
で
国
内
に
居
住
し
て
い

　
る
、
す
べ
て
の
人
が
調
査
の
対
象
に

　
な
り
ま
す
（
外
国
人
も
含
ま
れ
ま
す)

。

Ｑ
　
国
勢
調
査
員
は
ど
ん
な
人
な
の
？

Ａ
　
調
査
票
を
配
布
、
回
収
す
る
国
勢

　
調
査
員
は
、
市
町
村
長
の
推
薦
に
基

　
づ
い
て
総
務
大
臣
が
任
命
す
る
、
非

　
常
勤
の
国
家
公
務
員
で
す
。

Ｑ
　
ど
ん
な
こ
と
を
調 

べ
る
の
？

Ａ
　
男
女
の
別
、
出
生
の
年
月
、
国
籍
、

　
就
業
状
態
、
通
勤
・
通
学
地
な
ど
世

　
帯
員
一
人
ひ
と
り
に
つ
い
て
調
べ
る

　
ほ
か
、
世
帯
の
種
類
、
世
帯
員
の
数
、

　
住
居
の
種
類
な
ど
世
帯
に
つ
い
て
調   

　
べ
ま
す
。
調
査
項
目
は
全
部
で
17
項

　
目
あ
り
ま
す
。

Ｑ
　
ど
う
し
て
も
答
え
な
け
れ
ば
い
け

　
な
い
の
？

Ａ
　
調
査
票
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
り
、

　
正
し
い
回
答
が
さ
れ
な
か
っ
た
り
す

　
る
と
、
誤
っ
た
統
計
に
な
っ
て
し
ま

　
い
ま
す
。
そ
う
し
た
こ
と
を
防
ぐ
た

　
め
、
「
統
計
法
」
お
よ
び
「
国
勢
調

　
査
令
」
で
回
答
の
義
務
に
つ
い
て
規

　
定
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
国
勢
調

　
査
に
参
加
す
る
こ
と
は
、
私
た
ち
の

　
義
務
の
一
つ
な
の
で
す
。

Ｑ
　
個
人
情
報
は
守
ら
れ
る
の
？

Ａ
　
調
査
を
す
る
人
が
、
調
査
の
結
果

　
を
他
人
に
も
ら
し
た
り
、
統
計
を
つ

　
く
る
目
的
以
外
に
調
査
票
を
使
っ
た

　
り
す
る
こ
と
は
、
法
律
で
固
く
禁
じ

　
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
　
な
お
、
調
査
票
は
外
部
の
人
の
目

　
に
ふ
れ
な
い
よ
う
厳
重
に
保
管
さ
れ
、

　
集
計
後
は
す
べ
て
溶
か
し
て
再
生
紙

　
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。

Ｑ
　
調
査
結
果
は
ど
ん
な
こ
と
に
使
わ

　
れ
る
の
？

Ａ
　
都
道
府
県
議
会
や
市
町
村
議
会
の

　
議
員
数
の
決
定
、
地
方
交
付
税
交
付

　
金
の
算
定
基
準
な
ど
に
用
い
ら
れ
た

　
り
、
都
市
計
画
や
社
会
福
祉
政
策
、

　
経
済
政
策
、
防
災
計
画
な
ど
を
立
て

　
た
り
す
る
と
き
の
基
礎
資
料
と
し
て

　
活
用
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
に
も
、
将
来
人
口
の
予
測

や
人
口
分
析
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野

で
調
査
結
果
が
使
わ
れ
ま
す
。
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少
子
・
高
齢
化
が
さ
ら
に
進
行

　
平
成
12
年
10
月
１
日
現
在
の
、
わ
が
国
の
総
人

口
は
１
億
２
６
９
２
万
５
８
４
３
人
で
、
前
回
（
平

成
７
年
）
に
比
べ
１
３
５
万
５
５
９
７
人
の
増
加
。

　
男
女
別
に
見
る
と
、
男
性
６
２
１
１
万
７
６
４

人
、
女
性
６
４
８
１
万
５
０
７
９
人

で
、
女
性
が
２
７
０
万
４
３
１
５
人

多
い
。
女
性
１
０
０
人
に
対
し
男
性

95
・
８
人
。

　
男
性
の
数
が
多
い
県
の
ト
ッ
プ
は
、

神
奈
川
県
で
、
女
性
１
０
０
人
に
対

し
１
０
３
・
１
人
。
逆
に
男
性
が
少

な
い
県
は
鹿
児
島
県
で
、
女
性
１
０

０
人
に
対
し
88
・
４
人
。

　
　

５
年
間
で
大
き
く
上
昇
し
た 

　
　
　
　
　
　
　
　
未
婚
率

　
15
歳
以
上
の
有
配
偶
率
は
、
男
性

61
・
８
％
、
女
性
58
・
２
％
。
25
〜

29
歳
の
未
婚
率
は
男
性
69
・
３
％
、

女
性
54
・
０
％
で
、
と
も
に
調
査
開

始
（
大
正
９
年
）
以
来
、
最
高
。

　
25
〜
29
歳
の
未
婚
率
が
最
も
高
い

の
は
東
京
都
で
、
男
性
79
・
４
％
、

女
性
65
・
３
％
。
最
も
低
い
の
は
男

性
が
宮
崎
県
で
61
・
２
％
、
女
性
が

福
井
県
で
45
・
９
％
。

　
　

増
え
続
け
る
単
独
世
帯
、

                     

２
人
世
帯

　
一
般
世
帯
数
は
４
６
７
８
万
２
３
８
３
世

帯
で
、
前
回
（
平
成
７
年
）
に
比
べ
６
・
６

％
の
増
加
。
１
世
帯
当
た
り
の
人
数
は
２
・

67
人
。
２
人
世
帯
が
16
・
５
％
増
、
１
人
世

帯
が
14
・
９
％
増
、
３
人
世
帯
が
８
・
４
％

増
と
、
世
帯
人
員
が
３
人
以
下
の
各
世
帯
が

増
加
し
、
４
人
以
上
の
世
帯
は
減
少
傾
向
に
。

　
　

61
・
１
％
が 

マ
イ
ホ
ー
ム 

に

　
持
ち
家
世
帯
は
２
７
９
０
万
５
１
２
８
世

帯
で
、
持
ち
家
率
61
・
１
％
。
富
山
県
の
持

ち
家
率
は
79
・
３
％
と
最
も
高
く
、
東
京
都

は
43
・
７
％
と
最
も
低
い
。

※
　
こ
れ
ら
の
詳
し
い
デ
ー
タ
は
、
総
務
省

　
統
計
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(http://www.stat.go.jp)

　
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す

▼
国
勢
調
査
に
関
す
る
問
合
せ
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役
場
企
画
課
統
計
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